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奏
摺
に
は
、
窃
成
東
按
祭
使
楼
録
。
信
用
革
役
新
鳴
一
案
。
経
度
奏
明
。
奉

旨
桜
飯
必
有
失
於
俊
樹
照
之
底
。
著
解
任
来
京
(
中
略
)
。
蜜
役
軍
刑
鳴
強
横
律
行
。

目
無
法
紀
。
甚
廊
可
悪
。
著
該
撫
殿
審
。
定
擬
具
奏
。
該
部
知
道
欽
此
。
と

あ
り
、
こ

の
後
落
正
帝
の
燦
俄
に
糾
問
す
る
許
僚
は
大
分
に
縫
っ
て
き
た
。
泰

正
九
年
九
月
初
四
日
付
江
西
巡
撫
謝
麦
の
奏
疏
に
、
査
按
祭
使
機
織
。
於
上

年
十
一
月
到
任
。
臣
見
其
履
歴
。
開
潟
年
六
十
三
歳
。
恐
其
年
力
就
表
。
精

明
不
足
(
中
略
)
。
知
機
織
居
心
誠
貧
行
事
説
恨
。
(珠
批
。
言
模
倣
誠
賞
。

汝
談
笑
。
)
楼
僚
篤
人
忠
厚
。
遇
事
週
覚
。
(
珠
批
。
若
言
忠
厚
。
更
誤
失
。

留
心
試
着
。
汝
自
知
之
。
其
遇
事
用
覚
。
不
遇
鮫
仁
慈
。
以
治
名
春
耳
。
非

出
自
本
心
也
。
)
と
随
分
手
酷
い
批
評
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
ん
な
者
を
何
故

に
江
西
按
察
使
に
再
起
さ
せ
た
か
分
ら
な
い
。

例
都
粥
遣
の
藍
鼎
元
薦
場
。

珠
批
論
旨
、
落
正
十
年
九
月
初
三
日
署
理
庚
東
総

替
叫
抑
粥
達
の
奏
摺
に
於
て
藍
鼎
元
を
薦
問
草
し
た
末
尾
に
、
珠
批
。
藍
鼎
一
冗
際

賠
之
項
。
如
果
全
完
。
案
件
既
経
清
楚
。
絵
呑
令
其
赴
部
引
見
可
也
。
と
あ

り
、
次
で
同
年
十
二
月
初
一
日
の
奏
摺
で
追
賠
各
項
が
清
楚
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
、
業
経
前
督
医
都
玉
麟
題
明
。
准
部
議
覆
。
奉
旨
兎
罪
。
此
外
並
無

木
清
之
案
。
と
設
明
せ
る
に
針
し
、
株
批
。
侠
引
見
後
。

有
旨
織
部
。
と
あ

る
。
そ
の
後
の
こ
と
は
行
述
に
、

車
中
特
旨
赴
京
。

十
一
年
三
月
引
見
。
奏
劉

良
久
。
命
署
庚
州
知
府
。
賜
御
審
議
訓
詩
文
及
紹
皮
紫
金
錠
香
珠
等
物
。
温

倫
奨
働
。
蓋
呉
徹
也
。

と
見
え
て
い
る
。
総
鐙
的
に
見
て
僅
か
知
豚
級
の
人

物
が
、
そ
の
行
述
や
墓
誌
銘
に
よ
っ
て
で
な
く
、
珠
批
議
旨
の
よ
う
な
敷
撰

脅
で
そ
の
股
歴
が
細
か
く
分
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
亦
薙
正
時
代
で
な
け

れ
ば
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
現
象
で
あ
る
。

〔
陰
白
鋒
〕

王

建

の

詩

再

論

前
腕
叫
に
私
は
、
加
藤
繁
博
士
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
に

引
用
さ
れ
た
麿
の
王
建
の
迭
郷
抽
出
向
番
之
南
海
詩
の
中
の

市

喧

盗

賊

破

金

賎

海

舶

来

の
解
樟
に
つ
い
て
、
初
句
の
末
三
字
を

「
盗
賊
が
散
走
し
た
」
の
意
に
と

る
べ
き
を
論
じ
た
が
、
更
に
輔
副
み
返
し
て
見
る
ほ
ど
に
、
ど
う
も
落
付
き

が
足
り
な
い
。
そ
し
て
こ
の
不
安
定
感
は
ど
う
も
原
文
自
挫
の
依
陥
か
ら

来
て
い
る
ら
し
い
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
雨
句
は
大
鐘
に
お
い
て
射
を
な

し
、
盗
賊
は
海
舶
に
謝
し
て
い
る
が
、
爾
語
は
そ
の
構
成
を
異
に
し
て
い

る
。
即
ち
盗
賊
は
(
名
詞

1
名
詞
)
と
い
う
連
文
で
あ
る
が
、
海
舶
は
(
形

容
詞
↓
名
詞
)
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
生
牢
可
な
射
で
あ
り
、

こ
れ
を
十
分
な
劉
に
す
る
た
め
に
は
、
海
舶
の
方
に
は
手
を
加
え
る
品
陣
地

が
な
い
か
ら
、
問
題
と
な
る
の
は
盗
賊
の
二
字
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
は

第
六
感
の
世
界
で
あ
る
が
、
私
は
盗
賊
の
賊
の
字
は
、
臓
の
字
の
誤
り
で

は
な
い
か
と
思
う
。

い
ま
保
文
韻
府
を
検
す
る
に
「
臓
破
」
は
臨時
E
熟
語

と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
例
と
し
て
南
史
王
融
停
、
陳
琳
篤
実
紹
興
公

孫
醜
明
書
、
任
筆
寄
杜
甫
詩
な
ど
が
引
か
れ
て
い
る
。
更
に
「
賊
謄
破
」
と

綴
く
例
も
あ
り
、
唐
の
陸
亀
蒙
の
南
征
詩
に
、
「
溢
知
賊
謄
従
横
破
」
の
句

が
あ
り
、
唐
書
慮
杷
俸
に
、
「
懐
光
熱
在
宗
祉
。

賊
醐
伸
之
破
臆
」
の
語
な
ど

が
あ
る
。
「
賊
臓
破
」
が
既
に
尋
常
の
表
現
で
あ
れ
ば
、

「
盗
臓
破
」
も
亦
極

め
て
自
然
の
褒
想
で
あ
り
‘
王
建
の
詩
の
一
部
と
し
て
「
盗
賊
破
」
に
代

る
最
も
適
晶
画
な
言
楽

で

あ

る

と

思

う

。

〔

宮

崎

〕
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